
一

卜

―

ｊ

“

こ

こ

に

］
。

ご

。・

…

…

…

…

一

。Ｊ
｀ －

、

’ 一 一

趾

□

く

一般社団法人　全国個人タクシー協会関東支部長　殿

関自監旅第3  0 7 号の３

関自保第3  2 5 号の３

平成2  5 年 ９月 ２０ 日

関　東　運　輸　局

’
『
Ｍ

Ｌ
１
５

”

・
－
５
ｒ

ｉ
く
１

Ｊ
　

ｎ

’・

Ｉ
『
一
一

″
－
″
し
・

ニ

…

…

…

…

…

レ

▽

こ

こ

に

…
…

‘
゛

｀
’`
’

一
｀

一
一

’
い

’
‘”

山

犬

引

～

工

;
　
Ｌ
.
W

　
'
-
し

’
‐`
’‐
ｊ
ｊ
．

’

“

‥
‘
リ

？

‐

ｉ
．‐
１
‐
：

①

ノ

プ

レ

ソ

…

…
レ

」

一

一
一

・

。

い

ぐ

に

長

。

－

ｊ

。

‥

。
～

一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する自動車の

使用停止処分の取扱いについて
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公 示

一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する自動車の使用停止

処分の取扱いについて

一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する自動車の使用停止処分の取扱

いについて下記のとおり定めたので公示する。

平成２５年９月２０日

関東 運輸局 長 原 喜 信

東京運輸支局長 小竹壽朗

神奈川運輸支局長 大蔵幸雄

埼玉運輸支局長 真秀和正

群馬運輸支局長 前川雅弘

千葉運輸支局長 星 野 朗

茨城運輸支局長 佐藤研一

栃木運輸支局長 山崎 正

山梨運輸支局長 石原美千老

記

１．処分日車数の決定

「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対

する行政処分等の基準について」（平成２５年９月２０日付け、関自監旅第

３００号、関自旅一第８０１号、関自保第３１９号）中３．（２）、（３）、「一

般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成２

１年９月３０日付け関自監旅第２１９号、関自旅二第１１１６号、関自保第

２３０号）中３．（３）、（４））に基づき算定するものとし、旅客自動車運送

事業運輸規則第３８条第１項以外の輸送の安全確保に関する違反又は輸送の

安全確保以外の違反に係る日車数が同日車数の場合における最大の日車数

は、輸送の安全確保に関する違反とする。
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２．処分車両数及び処分期間の配分方法

上記１．により算定された処分日車数に対する処分する車両の数は、処分

日車数を３０（一般乗用旅客自動車運送事業にあっては１５）で除して得た

数（端数は切り上げ）とし、当該車両を処分する期間は処分日車数を処分す

る車両の数で除して得た数（端数は切り捨て）とする。この場合において、

処分日車数に余りが生じたときは、処分の対象とする事業用自動車のうち１

両について、当該余りに相当する日車数の使用停止をさらに行うものとする。

また、処分しようとする車両数が当該営業所の保有車両数の３０％を超え

る場合は、以下の計算により得られた処分車両数及び処分期間とする。（処

分日車数に 余りが生じたときの取扱は前述のとおりとする。）

処分日数（端数切り捨て）＝処分日車数÷（配置車両数×０.３）
処分車両数（端数切り上げ）＝処分日車数÷処分日数

処分期間（端数切り捨て）＝処分日車数÷処分車両数

ただし、上記により算出された処分車両数の処分期間が、６月を超える場

合は、当該処分車両数に、さらに１両を追加するものとする。

この場合において、追加した１両の処分期間は、当該処分車両数に当該処

分期間を乗じて得た日数から１８０を減じることにより得られた日数とす

る。

３．使用停止対象車両の決定方法

上記２．により、算出された「処分車両数」に係る停止対象車両の指定は、

以下の運送事業の種類ごとに、①、②、③、④の順に該当する車両を指定す

るものとする。

（１）一般乗合旅客自動車運送事業者

① 違反事業者の違反営業所等の違反車両

② 違反事業者の違反営業所等の違反車両と初度登録年月が同一の車両

（初度登録年月が同一の車両が複数ある場合は、乗車定員の多い順とす

る。）

③ 違反事業者の違反営業所等の違反車両と乗車定員が同一の車両

（乗車定員が同一の車両が複数ある場合は、初度登録年月が新しい順

とする。)

④ 違反事業者の違反営業所等の配置車両のうち、初度登録年月が新しい

車両（初度登録年月が同一の車両が複数ある場合は、乗車定員の多い順

とする。）
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（２）一般貸切旅客自動車運送事業者

① 違反事業者の違反営業所等の違反車両

② 違反事業者の違反営業所等の違反車両と初度登録年月が同一の車両

（初度登録年月が同一の車両が複数ある場合は、乗車定員の多い順と

する。）

③ 違反事業者の違反営業所等の違反車両と乗車定員が同一の車両

（乗車定員が同一の車両が複数ある場合は、初度登録年月が新しい順

とする。）

④ 違反事業者の違反営業所等の配置車両のうち、初度登録年月が新しい

車両（初度登録年月が同一の車両が複数ある場合は、乗車定員の多い順

とする。）

（３）一般乗用旅客自動車運送事業者

① 違反事業者の違反営業所等の違反車両

② 違反事業者の違反営業所等の違反車両と初度登録年月が同一の車両

（④の車両を除く。）

③ 違反事業者の違反営業所等の配置車両のうち、初度登録年月が新しい

車両（④の車両を除く。）

④ 違反事業者の違反営業所等の配置車両のうち、特種需要に対応する車

両

附則

１．本取扱いは、平成２５年１１月１日から適用する。

２．平成２１年９月３０日付け関自監旅第２２２号及び関自保第２３３号によ

る「一般旅客自動車運送事業の法令違反に対する自動車の使用停止処分の取

扱いについて」は、平成２５年１０月３０日限りこれを廃止する。
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１」９べり一９　　Ｑ｛Ｑ蔵但皿巨石測嚇にＱ｛城１胡皿巨ｉｍｎｏｚ＾ｚ＊９Ｉ優昨．Ｑ

。り
４　
　に刈ＱφりＨり二部略９混声４じにふ（‥い口荷卜枝耐百錨両鸞ｏ）Ｋ＼m＾･±　-ｚ

。りに７両頭ぶ石皿｛『ｏ｛鮭｛Ｎ優峠。尨ふ囃略柵。｛
聶並

．りぞ刈９φり
４　
　に知恵ふ禰りＩ（８）　　　- ８＊（ゆａＱａ蔵瞰こ冦

．小にの｛｛｛派　‐垢皿冦．ゆ｛ＮＮ蔵垢釧皿昆公知皿ｏＱｑＱ鮭｛Ｎ幌呼｝「Ｘ

二（‥いり一＝｀鯛immｕｃＤ刈岡匯冦９に乙吠旦厖鎖娶垣９勿論棒刑陶糾器皿他垢暖眼

疆１）昌昭（ｃ）．柚乎糾蝋９歌栄耀諮訟．Ｉ憚報佛刑鯛脊振皿仙縦両眼疆１

蜘視収咄Ｑ巨吸収瑕昌昭剱庖長老収９ｌ長歌翔．寸

医斟りし『に姪荻り一隙帷胆単丿（ＱＩ長題函９砂防報和昭蝸Ｑ御報佛昭鎖｛｝一）

（。Ｖ饉徊医長９＠）医

長ふぶ翁石『壮齢姻側尽。φ（９艦長題記９紳右腕昶昭鎖９押報飾以州（四）

（。‐〉饉徊医糾Ｑ

＠）医長９１巨石Ｒ壮齢姻赳尽刈艦長昭蝸９砂左報和昭襖ＣＤ押報飾昭鎖（一｛｝

。　　　　　医糾以鎖Ｑ砂防耀一和昭蝸Ｉ岬報怖昭鎖（〔〕

押報飾蝦刈脊振皿知縦ミ朕疆１（こ

（。９なに

刈Ｓ二喩９皿柵長服４石愈９祝剱細石窟長９１巨石『壮齢姻赳尽』窟

長二丿翁石『廿齢姻赳尽。φ（（｀医長題咄Ｑ肺胞報和昭鎖（ダ押報飾昭頬＠

ぺ。９ｙ

ＪＳ二丿翁石５笈雛測赳尽４一如蜂９泥剱細石艦長９１巨石皿柵糾畷）

艦糾９１巨石叫柵畏服刈医長昭州９砂防報和昭刈９御報怖昭州（四）

上　　　　　　　　　　　　　（。り

ｙＪ堅ふ喩９皿柵畏服４石愈９４剱細石艦長９１巨石『壮囃謝赳尽』

Ｍｉ:Ｇ５上皿一石回ビア齢姻赳尽刈医斟昭州９砂左報和昭鏑９押報佛昭鎖［一］）

ド　　　　　　　　　艦長昭鎖９砂忘縮和昭頬ＣＤ押報飾以鎖（｛｝

御報飾蝦鯛長座皿知垢尽狐疆１（巳

（。９４-

刈Ｓこ喩９城赳糾服。尨今唾９４疆細石ぽ長９１巨石『壮囃姻赳尽』医

飾二丿翁聡『廿織徊赳尽．Ｊ心９艦飾題記（｀診胞報昶昭鎖Ｏ）押報飾昭頬白

（。９卜

刈娶ふＪ翁聡７畦囃徊赳尽。尨如蜂９４疆班聡艦長９１巨石城柵長眠）

艦飾Ｑ上匹Ｓ弑柵飾眠丿艦飾昭州（ぶ篆無昶昭鎖（斗鄙報飾昭刈（ｍ）

（。りにｔにＪＳこ喩【｀城柵長眠】石扉９祝顧mm･ＡＯ)上匠聡Ｒ畦低徊赳

。　　　　　　　　｀　　　　　　　　Ｉｊ

二（‥ｙり一ふ価略Ｑよい収剖李暖赳９脊振皿９にm-2m頬乍垣９報飾刑鯛畏怠ＥＩ３５１５１ｊｉＴ３ｆ

１」９Ｈり一かＱＱＱ紙瞰皿巨石測かにＱＮＱ紙垢釧皿巨むな皿ｏの回、Ｑ普｛麗忌町ｚ

。９卜＝｀鋼ぶ疵皿｛７｛｛鮭Ｑａ餐斗将一ふ嘔略任。｛

∇　　　　　　聶並

饉　ヨ

艦長９卜婬荻り一隙鱗聊亭丿心Ｑ艦斟齢記９砂前報昶昭頬タ蝉報節以頬（｛｝

（。〉§一如嘔長９｛｝一））艦

長ふＪ翁石『普囃綱側尽。φ（９艦長齢記９砂前報和昭州ＣＤ押粧飾昭州（一｛｝

（。〉血如艦糾９

＠）艦長９１巨石５甘政綱赳尽刈艦長昭頬Ｑ砂防報和昭頬９押粧飾昭州（四）

艦長昭頬Ｑ砂防報和以州Ｉ蝉報節以頬（｛｝

御報節蝦鯛脊振皿始垢暖服疆１（巴

（。節卜

勾娶ふ喩９城柵斟服百石愈９逗聶細ｓ医糾９１巨石５葉綱`赳尽）Ｍ

長二ぶ翁ｓＲ普低綱赳尽了心（｀艦借越霞９　砂前報和以刈ＣＯ御報節昭頬（｛｝

（。９にｔに

刈ｓてＪ榛ｓＳ波泌‘ｙ赳尽４忌愈９視疆細石艦斟９上匹石城柵斟服）

ド艦斟ＱＩ巨石城柵長服刈艦糾以頬９砂前報昶昭頬♀蝉報佛昭頬⑩

【。り

卜詞ｓこ喩９叫柵長服】石扉９４疆翠石窟長ＱＩ巨石５

’
乱唄綱赳尽）

医長９１巨石７廿低徊赳尽刈ぼ長以州９砂防報昶昭州９御報節昭頬（ｅ

艦長以頬（ｙ宰前報昶昭頬９御報好昭頬白

御報綿刑刈糾振皿仙垢尽瑞謳１（ご

（。９に『に

刈ｓこ喩９叫佃畏服』石愈９視聶細石艦長ＱＩ巨石『斗低綱赳尽』艦

長ふＪ翁石『鮭低綱赳尽．Ｊ（Ｑ艦長題記（｀砂前報和昭頬ＣＤ押報節以頬＠

＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（。９卜

刈ｓこＪ翁石７珪低綱赳尽百石扉９４聶銀箔艦長９１巨石皿柵長服）

艦長Ｏ）Ｉ巨石皿嫂長服刈艦長昭頬（＆限無和昭頬（品疎珠ぼ剣（口）

（。９卜刈ｓこ喩９城柵畏服回而愈９碗剱細石窟長ＣＤ上庄石万繊京測赳
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愕に

酋溶雛トゆ〇いＱ荻世皿巨。φ寸寸｛｛蕪垢釧皿冦　＝いａ７の廿寸趾思巴聶Ξ

。りぞ両頭ぶ必ロ｛町、寸廿ＱＱ幌陛｝ご囃略柊

（固溶接１φＱＱＱ映単皿冦＾- Ｂ･ＳＩＺＭＭ＾ＳＭ　　　　＆０£Ｕ£＾２Ｚ優吽）ｍｍ

。り卜刻崔＾Ｔ＾＾ｃtｌsｉａｏｓ　Ｕ６＾ｉ　ｚ優Ｔｋ    XI（）に

こり旦二邸略（気冶べ側辿田畑９長座こ９卜友り一昭鋼乍垣９報長型鋼長齢皿知垢疆。９卜州越徊翁りご豊＝ＯＱＲＯ｛斗ＱＱ優陛ゼ「Ｕに
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